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①

今年も特別減税実施

Q:私はサラリーマンですが、6月分の給

与明細を見ると、特別減税還付額の項目があ

りました。平成7年分の特別減税と比べて、

減税割合や限度額が異なるのでしょか。

A:今回の特別減税の減税割合、限度額等、

平成7年分の特別減税と異なるところはあり

ません。

給与所得者に対する特別減税の実施方法は、

次のようになっています。

(1)所得税

①平成8年1月から6月までの間に支払わ

れた給与について源泉徴収された税額の

15％相当額（25，000円を限度）

を、原則として平成8年6月に還付しま

す ◎

②平成8年分の年末調整の際に平成8年分

の給与に対する年税額の15％相当額

(50，000円を限度）をその年税額

から控除します。（平成8年1月から6

月までの分として既に還付された特別減

税額は精算します。）

(2)住民税

個人住民税の額は、所得割と均等割の額

をたしたものですが、このうちの、所得割

の額の15％相当額（20，000円を限

度）が所得割の額から控除されます。

具体的な徴収方法は、今年の6月分につ

いては個人住民税の徴収はせず、7月から

来年の5月までの11カ月間に特別減税額

控除後の年税額を振り分けて徴収すること

になっています。
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